
 

令和２年度戦略的芸術文化創造推進事業「文化芸術収益力強化事業」委託業務 

仕 様 書 

 

Ⅰ．企画提案について 

 

１．事業名 令和２年度戦略的芸術文化創造推進事業「文化芸術収益力強化事業」委託業務 

 

２．事業の趣旨 

  多くの文化芸術団体，劇場・音楽堂等及び博物館等は，これまで入場料収入を中心に経営を維持

してきており，新型コロナウイルスの感染拡大による収益機会の減少などにより，経営環境は厳し

さを増している。このため，文化芸術団体等の事業構造の抜本的改革を促し，活動の持続可能性を

高めるため，各分野の特性を活かした新しい収益確保・強化策の実践を通じて，国内の新たな鑑賞

者の拡充や海外需要を引き寄せる。 

本事業で得られた成果を活用し，費用対効果を検証することで，文化芸術団体等の持続的な活動

のあり方を検討する。 

 

３．事業の内容 

  （１）文化芸術やメディア芸術の特性を活かした新しい鑑賞環境の確立など収益力確保・強化のた 

    めの取組の提供に関すること 

    ① 収益力確保・強化のための取組に関する業務 

② ①の実施に必要な実演及び準備等に関する業務 

    ③ 権利処理に関する業務 

    ④ その他本事業に必要な業務 

取組例１）動画等による公演等の収録・配信（ウェブ，ライブビューイングやそれらのアーカ   

イブ化による配信コンテンツの充実等） 

  ２）舞台裏ツアー・演者との交流などの体験コンテンツ（ＶＲの活用を含む）の開発 

  ３）教育用独自演目の開発 

  ４）収録済公演等の配信 

※これらの取組に係る準備を含む。 

※上記例に限らず，公演若しくは上映等で得られる収入以外により，文化芸術団体等

の収益力改善に資する取組に関すること。 

    

  （２）博物館の特性を活かした新しい鑑賞モデルの提案に関すること 

    ① 本事業の実施に必要な展覧及び教育普及等（以下，「展覧等」）の取組に関する業務 

    ② 展覧等の配信に関する業務 

    ③ 展覧等の配信に必要な権利処理 

    ④ 展覧等の配信に必要な翻訳作業等 

    ⑤ その他本事業に必要な業務 

  （３）（１），（２）共通事項 

① 企画提案に際しては，舞台芸術等（音楽，舞踊，演劇，伝統芸能，大衆芸能，映画，メ

ディア芸術,その他）及び博物館（※美術,歴史,自然史,動・水・植）の計１２分野から，

提案者が任意で選択する３分野以上について，具体的な実施内容を各分野２件以上含めた

分野横断的な提案とすることを原則とする。ただし，分野の特殊性等を考慮し, 例外的に

１分野での提案も可能とする。 



  ※美術：美術館，歴史：歴史博物館，自然史：自然史博物館， 

動・水・植：動物園・水族館・植物館 

② 提案する取組を広く他の文化芸術団体等に展開することが望ましいことから，申請者が

企画提案書において示した文化芸術団体等に加えて，同様の取組を行う文化芸術団体等の

公募枠を設定することを原則とする。この公募における団体の選定方法及びスケジュール

についても企画提案書に示すこと。ただし，取組が特殊である場合は，例外的に公募枠を

設定しない提案も可能とする。 

③ (３)②の公募枠に充当する経費は，原則として(３)①で提案する具体的な実施内容に係

る経費の２倍以上とすること。この公募を行う際は，ＨＰを用いて容易にアクセス可能に

するほか，文化庁ＨＰともリンクを行い情報発信に努めること。 

④ 各事業の成果物を一覧できるポータルサイトを準備し，文化庁及び本事業に採択された事

業者間でリンクを設け，容易にアクセスできるようにすること。 

    ⑤ 備品※を購入する場合は，原則として購入する団体の自己負担とするが，事業実施年度

における当該機材の借料相当額（要見積書）については，本事業の対象経費として認定す

ることを妨げない。 

     ※１年以上の耐用年数がある又は取得額が１０万円以上のものを備品と判断する。 

    ⑥ 企画提案者は，具体的な実施内容に係る文化芸術団体等に対し以下の支援を行うこと。 

・収益改善に向けたアドバイスの実施 

・配信に必要な権利処理，機材の手配，撮影，動画配信等の業務支援 

・費用対効果の検証，収益構造改善に向けた分析及び課題の抽出 

⑦ 本事業の履行期限内に，事業完了報告書とは別に事業実施に伴う成果報告（各種分析及

び収益構造改善に向けた方策など公開可能なもの）を文化庁に対し提出すること。 

 

４．履行期間 

   委託契約日から令和３年３月３１日（水） 

 

５. 企画提案に必要な団体の要件 

文化芸術に関して相当の知識を有する団体で，下記（１）から（６）の要件を全て満たす法人格 

を有する団体又は法人格を持つ団体を中核とする実行委員会とする。 

（１）定款，寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。 

  （２）団体等の意思を決定し，執行する組織が確立されていること。 

  （３）自ら経理し，監査する等会計組織を有すること。 

（４）団体等の活動の本拠としての事務所を有すること。 

（５）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお，未成年者，被保佐人

又は被補助人であって，契約締結のために必要な同意を得ている者は，同条中特別の理由があ

る場合に該当する。 

（６）支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

６．企画提案書に計上できる経費 

企画提案書に計上できる経費は，業務に直接要する経費のうち賃金・諸謝金・旅費・借損料・消

耗品費・会議費・通信運搬費・雑役務費・保険料・消費税相当額・再委託費・一般管理費とする。 

また，計上できる経費は，申請団体から支出される経費のみとし，共催者等が支出する経費は計

上できない。また，支払はやむを得ない場合（海外送金等）を除き，銀行振込によること。 

※経費予定額は必ず見積書・料金表（本要領の定める単価に依らない賃金・謝金は団体規定がある

ことを前提とする）等に基づき，適切な金額の計上を行うこと。採択の場合，適切な経費計上が

行われているかを確認した後に契約を行うので，採択連絡後速やかに算出根拠書類等を提出でき



るよう準備すること。 

 

なお，次の費目については原則として，以下の単価等を上限とする。 

 

①賃金  

 アルバイト，スタッフ賃金（１時間）                      １，０５０円 

  日報，出勤簿等が必要。なお，特殊な技能を有する場合など，上記によらない単価については団

体の内部規定によるなど算出根拠を明確にすること。謝金として支出する場合は，諸謝金に計上す

ること。 

 

②諸謝金（税込） 

（ⅰ）会議出席謝金（１人１回） １４，０００円 

（ⅱ）講演謝金（１時間） ７，９００円 

（ⅲ）調査謝金（１回６時間相当） １２，０００円 

（ⅳ）司会謝金（１時間） ４，６００円 

（ⅴ）演奏謝金（１時間） ６，４００円 

（ⅵ）指導・実技・実習等謝金（１時間）  ５，１００円 

（ⅶ）原稿執筆謝金（日本語 ４００字 １枚） 

（外国語 ２００語 １枚） 

２，５００円 

５，０００円 

（ⅷ）通訳謝金（１時間）（英語） 

（その他） 

１０，４００円 

１０，５００円 

（ⅸ）翻訳謝金（和文英訳  和文→英文（２００ワード） １枚） 

（英文和訳  英文→和文（４００字） １枚） 

（その他和訳 英文以外→和文（４００字） １枚） 

５，７００円 

３，７００円 

４，７００円 

 国内外の優れた芸術家や指導者等への謝金等，上記により難い場合の謝金単価については団体の

内部規定によるなど算出根拠となる書類を提出すること。 

 

 

③旅費（いずれも，日当の計上は不可。） 

 地域区分毎の都市名については，６ページのとおりになります。 

 

ア．内国旅費 

 （ⅰ）交通費 最も効率的かつ経済的な旅行経路による交通費実費とする。 

 （ⅱ）航空賃                               エコノミー料金 

（ⅲ）宿泊費（１泊） 交通費や航空賃を支払う場合であって，宿泊することが必要な場合（前泊

しないと用務に間に合わない場合，用務後帰宅することができない場合など）

又は合宿研修等を行う場合であって，合宿の内容上，帰宅することが合理的

でない場合にのみ計上可。なお，宿泊費は実費又は次の額といずれか低い方

を上限とする。 

甲地方 １０，９００円  乙地方 ９，８００円 

 

イ．外国旅費 

 （ⅰ）交通費 出発地最寄りの公共交通機関の駅から，日本を出発する国際空港までの最も効率的

かつ経済的な旅行経路による交通費実費とする。 

 （ⅱ）国際航空運賃                              エコノミー料金 

（ⅲ）宿泊費（１日）             指定都市 １６，１００円 甲地方 １３，４００円 

乙地方  １０，８００円 丙地方  ９，７００円 

 

 ウ．外国人招へい旅費（海外より講師，出演者，評論家等を招へいする際に使用。） 

 （ⅰ）交通費 日本に到着した国際空港から，日本における滞在地最寄りの公共交通機関の駅まで

の最も効率的かつ経済的な旅行経路による交通費実費とする。 

 （ⅱ）国際航空運賃                               エコノミー料金 

 （ⅲ）宿泊費（１泊） 宿泊費は実費又は下記の額といずれか低い方を上限とする。 

甲地方 １０，９００円  乙地方 ９，８００円 



 

※ア．イ．ウ．について，国内外の優れた芸術家や指導者等を招へいする場合など，上記により難

い事情がある場合は，文化庁と協議すること。また，以下の経費は計上できない経費とする。 

○東京都２３区内のみの移動（ただし，調査研究の場合において，調査対象機関への移動の場合

には計上可。） 

○アルバイト・スタッフの通勤に係る交通費 

○ガソリン代，１００キロ未満の移動にかかる列車の特急料金（グリーン料金等） 

○タクシー，ハイヤーの利用料金 

○レンタカー代，ガソリン代（ただし，公共交通機関がない，又は公共交通機関の利用が困難な

地域の場合には計上可。この場合における，レンタカー代及びレンタカー使用時のガソリン代

は，借損料に計上すること。） 

 

④借損料 

見積りを徴収するなどの方法により，用途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を積算すること。

なお，会場費を計上する場合は，必ず，見積書や使用申込書の控え又は使用施設の料金表も提出す

ること。また，その他経費についても，合見積書等の提出を求めることがある。 

※本事業に要する高精細機器等の購入は認めない。必要である場合は，レンタル等を行うことと

し，所要の経費は借損料に計上すること。 

 

⑤消耗品費  

舞台美術製作や美術作品制作に係る材料，ワークショップ等で使用する資料に係る経費のみ計上

可能。ただし，公演や展覧等以後に別の目的で使用できるものは計上不可（例：電化製品等）。 

 

⑥会議費  

会議が不可欠な場合において，飲料代として１人１回１５０円を上限として計上可。 

 

⑦通信運搬費  

原則として，電話代は計上不可。 

 

⑧雑役務費 

見積りを徴収するなどの方法により，用途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を積算すること。

（合見積書等の提出を求めることがある。） 

なお，外部に業務発注を行う場合の経費に含まれる各経費についても，本企画提案要領に記載す

る費目の基準に従うこと。 

※本事業に係る出演料のほか，印刷製本を外注する場合や舞台装置等の運搬を外注する場合は，

雑役務費に計上すること。 

 

⑨保険料 

  催事保険等。見積りを徴収するなどの方法により，用途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を積

算すること。（合見積書等の提出を求めることがある。） 

※プログラムの実施中に発生した事故等に対し主催者側が負うべき債務，または事業を運営する

にあたり雇用者の義務に係る保険は計上可能である。旅行保険等個人が任意で加入すべき保険

については計上できない。 

※台風，地震等の天災，インフルエンザの流行，その他不可抗力による中止の場合は，必要と認

められる旅費及び旅費のキャンセル料については計上が認められるが，その他の損害について

は，団体の負担となる。本事業内では，催事保険の計上が可能であるので，事前に検討するこ

と。 

 

⑩消費税相当額 

ア． 課税事業者の場合 

委託業務は，「役務の提供」（消費税法第２条第１項第１２号）に該当するため，原則として業

務経費全体が課税対象となる。したがって，業務経費のうち課税対象経費については消費税を含

めた額を計上し，不課税・非課税経費については，消費税相当額を計上する必要がある。 



 

 イ．免税事業者の場合 

消費税を納める義務を免除されているので，不課税・非課税経費について，消費税相当額を別

途計上しない。 

 

※簡易課税制度の適用を受けている場合においても，簡易課税の計算方式で算出した額による 

のではなく，一般課税事業者の場合と同様に取り扱うこと。 

 

⑪一般管理費（＜総事業費－再委託費＞×○○％） 

１０％を上限として，計上可能。 

 

注１：上記①②⑧の費目において，企画制作料，制作料，プロデューサー料，公演監督料，展覧等

監修料，総監督料及びこれらに係る助手料等を計上する場合，それらの者について，以下の項目

を記載した一覧表を任意様式（A４白黒・縦）で作成し，企画提案時に提出すること（以下「企画

制作料等に関する一覧表」という。）。 

記載項目：役割，氏名，応募団体構成員に該当の有無，主な従事業務内容，当該事業に係る従事

予定日数，その１日当たりの従事予定時間，支払予定総額 

注２：支出額の５０％以上を同一の者に発注又は依頼し，支出することは認められない。採択後に

その事実が判明した場合，採択の取消しや契約解除を行う。 

 

以下の経費は，企画提案書に記入できない経費である。 

○事務所維持費 ○印紙代 ○備品（楽器等を含む）購入費 ○電話代 ○交際費・接待費 ○予備費 

○光熱水料 ○日当 ○レセプション・パーティー，打ち上げに係る経費 ○飲食に係る経費（会議に

伴う飲料は可） ○賞金・副賞等 ○記念品 

※ これらの経費は，外部に委託した場合でも記入できないため注意すること。 

 

※地域区分 

国

内 

甲地方 
さいたま市，千葉市，東京都特別区，横浜市，川崎市，相模原市，名古屋市，京都市，大

阪市，堺市，神戸市，広島市，福岡市 

乙地方 上記以外の都市 

海

外 

指定都市 
シンガポール，アビジャン，ジュネーヴ，パリ，モスクワ，ロンドン，アブダビ，クウェ

ート市，ジッダ，リヤド，ロサンゼルス，ワシントン，サンフランシスコ，ニューヨーク 

甲地方 

（指定都市・乙地方・丙地方以外の下記の地域）ヨーロッパ大陸，アイスランド，アイル

ランド，英国，マルタ，キプロス，アゾレス諸島，マディラ諸島，カナリア諸島，アラビ

ア半島，アフガニスタン，イスラエル，イラク，イラン，クウェート（クウェート市を除

く），ヨルダン，シリア，トルコ，レバノン，北アメリカ大陸（メキシコより北部），グ

リーンランド，ハワイ諸島，バミューダ諸島，グアム 

乙地方 

（指定都市・甲地方・丙地方以外の下記の地域）インドシナ半島（タイ，ミャンマー，マ

レーシア含む），インドネシア，大韓民国，東ティモール，フィリピン，ボルネオ，香港，

アゼルバイジャン，アルバニア，アルメニア，ウクライナ，ウズベキスタン，エストニ

ア，カザフスタン，キルギス，ジョージア，クロアチア，スロバキア，ロシア（モスクワ

を除く），スロベニア，タジキスタン，チェコ，ハンガリー，トルクメニスタン，ブルガ

リア，ベラルーシ，ポーランド，ボスニア・ヘルツェゴビナ，モルドバ，マケドニア旧ユ

ーゴスラビア共和国，セルビア共和国，モンテネグロ，ラトビア，リトアニア，ルーマニ

ア，コソボ，オーストラリア大陸，ニュージーランド，ポリネシア海域，ミクロネシア海

域，メラネシア海域 

丙地方 

（指定都市・甲地方・乙地方以外の下記の地域）アジア大陸，アフリカ大陸，マダガスカ

ル，マスカレーニュ諸島，セイシェル諸島，メキシコ以南の北アメリカ大陸，南アメリカ

大陸，西インド諸島，イースター諸島，南極大陸 

 

７．受託者に必要な人員等 

  次に定める人員をそれぞれ１人以上確保した上で，本事業に参画する文化関係団体，芸術家，ア

マチュアを含む芸術団体，美術館や博物館等及び都道府県等の文化行政関係者，文化庁との連絡調



整が常時できる体制を整えること。 

 （１）業務責任者 

    ア 受託者は業務全体を統括する業務責任者を定めること。 

    イ 業務責任者は，業務に必要な知識を有していること。 

    ウ 業務責任者は，業務を総合的に把握するとともに，従事者に対する適切な助言等を徹底

し，業務の適正な履行に努めること。 

 （２）従事者 

    ア 受託者は本仕様を満たすのに十分な従事者を確保すること。なお，業務が停滞又は著し

く遅滞していると委託者が判断した場合には，受託者は速やかに従事者を増員し，停滞又

は遅滞した状態を解消すること。 

    イ 従事者はパソコンでワード及びエクセルの操作が問題なく行える者とする。 

 （３）服務関係 

    ア 受託者は，業務開始前に業務体制表（連絡先も含む）を書面にて提出すること。 

    イ 受託者は，業務上知り得た委託者の業務内容並びに職員及び職員以外の者に関する情報

等すべての情報を第三者に漏らさないこと。また，委託業務以外の如何なる目的にも使用

しないこと。業務責任者及び従事者についても同様とする。なお，契約期間満了後，並び

に業務責任者及び従事者が本委託業務を離れた後も同様とする。 

 ウ 受託者は，業務責任者及び従事者に関する一切の責任を負う。 

エ 委託者は，業務責任者及び従事者が業務履行上著しく不適切であると判断した場合は，

受託者に対し措置を求める。受託者は，業務責任者及び従事者の変更を行うなど，速やか

に措置を講ずること。 

オ 受託者が本件業務の一部を第三者に委任し，又は請け負わせる（以下「下請け等」とい

う。）場合に，下請け等の相手方に同様の措置を講ずるものとする。 

 
８．提出期間及び提出先（問合せ先） 

 
※企画提案書に基づき審査を行うため，協力者会議で付された意見等に対応するものを除き，採択後

 

提出期間：令和２年７月９日（木）～８月６日（木）（必着） 

【提出先（問合せ先）】 

〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

（舞台芸術等に関すること） 

文化庁参事官（芸術文化担当）付 芸術文化支援室 舞台芸術係 

ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（代表）（内線４７７７） 

ＦＡＸ：０３－６７３４－３８１５ 

E-mail：ik-shien@mext.go.jp 

（博物館に関すること） 

  文化庁企画調整課総括係 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（代表）（内線３０５６） 

  ＦＡＸ：０３－６７３４－３８２３ 

  E-mail：bireki@mext.go.jp 

 

 

※ 提出方法は＜特定記録郵便＞による郵送若しくは持参とする。なお，持参する際は，事前に連絡

をすること。提出先は舞台芸術を担当する参事官（芸術文化担当）付とする。 

※ 封筒の表に『文化芸術収益力強化事業企画提案書在中』と朱書きすること。 



の内容及び経費予定額の変更については原則として認められない。十分検討・精査の上，企画提案

書を作成し，提出すること。採択後でも内容及び金額等に大幅な変更があった場合には，採択を取

り消す場合があるので，やむを得ず変更が生じる場合は，必ず事前に連絡すること。 

 

９．審査結果について 

  審査結果は，採択・不採択にかかわらず，応募のあった団体に対し通知する。また，採択を内定し

た団体に対して，事業内容等のヒアリングを行うことがある。 

 

１０．契約及び支払等について 

採択団体と文化庁の間で委託契約を締結し，事業完了後に当該契約に基づいて精算を行い，契約金

額を上限として支払うものとする。 

なお，契約金額については，企画提案書の内容を勘案して決定しますので，企画提案書の提示する

金額と必ずしも一致するものではない。また，契約条件が合致しない場合には，契約締結を行わない

場合がある。 

更に，契約時又は実績報告時に，文化庁の承認を得ないで事業内容を変更した場合は，契約金額の

減額又は契約解除を行うことがある。 

   

※事業の実施方法については，予定であり変更する場合もある。 

※採択後は事業開始までに契約手続を終えられるよう，必要書類の提出等速やかに対応すること。 

※採択後であっても，契約締結までは事業に着手することはできない。 

 

  



Ⅱ．留意事項 

１．助成金等について 

企画提案した事業について，国の他機関，地方自治体，民間企業等と共催する場合，また，助成金

や協賛金等を受ける場合は，計上経費の重複は排除の上，必ず文化庁に協議すること。 

なお，他の機関の助成金や協賛金等がある場合は，必ず委託業務経費の「収入」欄に助成金・補助

金等を交付する組織名及び見込額（申請額）を計上すること。本事業受託後に，協賛金や助成金等を

集めることも可能であるが，必ず文化庁に協議すること。 

２．企画提案書等について 

企画提案書は審査資料となるので，提出後の変更については，審査会で付された意見等に対応する

ものを除き，原則として認められない。内容について，十分検討の上，作成すること｡ 

なお，契約後に事業の内容・経費予定額に重要な変更が生じていると認められる場合は，契約の一

部又は全部の解除を行う。 

また，委託代金の支払後，執行状況調査の結果によっては，委託代金を限度に国庫に返納させる場

合がある。 

３．会計経理等について 

委託事業については会計検査の対象となるので，委託先（再委託先等も含む）において会計検査院

による検査が実施されることがある。 

また，必要に応じて，文化庁が委託業務の実施状況，委託経費の使途，その他必要な事項について

報告を求めるほか，実地調査を行うことがある。 

受託者は，委託業務の経費に関する出納を明らかにした帳簿を備え，支出額を費目ごとに区分して

記載するとともに，これらの関係書類について委託業務を実施した翌年度から５年間保管する必要が

ある。 

４．不正受給等に伴う応募制限について 

文化庁が芸術活動への支援等のために公募により行う事業において，支援金等の不正受給等を行っ

た場合，「芸術活動支援等事業において不正行為等を行った芸術団体等の応募制限について」（平成２

２年９月１６日 文化庁長官決定）に基づき，応募制限を行う。 

 

 
５．「芸術文化に係る補助金等の不正防止に関するまとめ」について 

文化庁では，平成２４年３月３０日に，芸術団体の会計処理等に係る不正行為を効果的に防止 す

るための方策等についてまとめた「芸術文化に係る補助金等の不正防止に関するまとめ」を作成した。 

本まとめに記された方策等については，平成２４年３月以降，一定の準備期間（平成２７年度事業

申請までのおおむね３年間以内を目途）を設け，徐々に適用することとなっている。この中で特に留

意事項として，補助金等の申請に係る団体要件がある。方策のひとつとして，芸術団体の管理運営の

適正化が掲げられているが，その内容は，①原則として法人格を持たない団体（以下，任意団体）は

法人格を有する団体へ移行，②法人化が困難な団体については財務諸表等の公開を義務付けることと

なっている。 

 

芸術活動支援等事業において不正行為等を行った芸術団体等の応募制限について 

 

平成２２年９月１６日 

                            文化庁長官決定 

 文化庁が芸術活動への支援等のために公募により行う事業について，芸術団体等による支援金等の

不正受給等があった場合，下記のとおり応募制限を行う。 

 

記 

 
（１）虚偽の申請や報告による支援金等の不正な受給，支援金等の他の事業・用途への流用，私的流用：

応募制限期間４～５年 

（２）調査に応じない，調査に必要な書類の提出に応じない，その他文化庁の調査を妨害したと認めら

れる場合：応募制限期間２～３年 

（３）文化庁以外の他の機関が行う支援事業において不正行為等を行ったことが判明した場合は，上

記（１），（２）に準じて取り扱う。 

 



これを踏まえ，平成２９年度募集からは団体は法人格を有すること，または，法人格を持つ団体を

中核とする実行委員会とすることを必須の申請要件としているので，申請の際は注意すること。 

 

○「芸術文化に係る補助金等の不正防止に関するまとめ」の掲載ページアドレス 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/hojokin 

 

６．防災対策について 

平成２８年１１月６日，東京・明治神宮外苑で開かれていた展示イベントにおいて，木製の展示品

が燃え，５歳の男児が死亡，２人が負傷する事故が発生した。 

文化芸術の分野において作品を展示し，多数の来場者を集めるイベント等が多く開催されている

が，本事業においても，多数の来場者が見込まれる公演等が実施されるところ，申請団体におかれて

は，改めてイベント等を開催する関係者の安全意識を高め，施設や消防の担当者を交えての安全確認，

防災マニュアルの作成，点検や警備強化を促す等，再発・類似事故防止措置を行うこと。 

 

７．業務の引継等について 

  本事業は，令和２年度に成立した補正予算に基づき実施される事業であるため，令和３年度に引

き続き本事業が実施されるかは現時点において不明確である。 

受託者は，令和３年３月３１日までに本仕様に基づく一連の業務を完結させること（出納整理期

間内の作業については対応すること）。 

令和３年度においても，本事業若しくは後継となる事業が展開される際については，完結しない

処理中の案件について引継書を作成し，次年度に業務を受託した者へ確実に引き継ぐとともに，委

託者に対して報告を行うこと。なお，翌年度受託者から再委託の申出があった場合，可能な限り協

力すること。 

 

８．実施成果の報告等について 

事業終了後，速やかに業務成果報告書その他参考となる資料等を提出すること。採択された事業

の実施による成果については，業務成果報告書において具体的な数値等により示すこと。文化庁で

は，それらの提出書類により事後評価を実施する。 

また，提出された報告書等については，文化庁ホームページ等において公表することを予定して

いる。 

 

９．シンボルマーク等の表示について 

採択を受けた事業については，当該事業の実施に際して作成するポスター，チラシ，プログラム等

に文化庁シンボルマーク及び「文化芸術収益力強化事業」である旨の記載をすること。 

 

【チラシ等への表記の例】 

文化庁委託事業「文化芸術収益力強化事業」 

主催：文化庁，○○団体，○○協会又は○○博物館 

← 応募団体名とすること。 

制作：○○団体，○○協会又は○○博物館，○○県実行委員会 

 ← 応募団体名及び実施地域の実行委員会名等とすること。 

 

１０．その他 

事業実施にあたっては，契約書，業務計画書及び文化庁委託業務実施要領等を順守すること。な

お，文化庁委託業務実施要領のＵＲＬは，以下のとおりである。 

  http://www.bunka.go.jp/qa/itaku.html 

 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/hojokin
http://www.bunka.go.jp/qa/itaku.html

